
注意事項・用語の補足について

工場・施設の
に関する助成金のご案内

新潟市工業振興条例助成金
新潟市物流施設立地促進事業補助金

■ 中小企業者とは
中小企業基本法で規定された中小企業者および、中小企業
者を構成する団体で法人格を持つもののことです。
（製造業・物流業の場合：資本金 3 億円以下、または従業員
300人以下の企業）

■ 投下固定資産とは
工場・施設の建設に伴い、操業開始日から 90 日以内に新た
に取得した「建物」や「機械設備」などの固定資産（有形
固定資産）を指します。

■ 新規雇用者とは
工場・施設の建設に伴い、操業開始日から 90 日以内に新た
に雇用した新潟市内にお住まいの方で、雇用保険の一般被
保険者に加入している方を指します。

■ 対象事業について
製造業や物流業等の事業のために使用する建物を、新たに
取得または賃借する事業が対象となります。

■ 共同事業者とは
「工業者」または「物流事業者」と法人税法上の支配関係に
あり、一体となって工場・施設を建設するための事業を行う
者を指します。

■ 複数の助成金を同時に申請する場合の注意
1 つの事業で複数の助成金を申請する場合は、最も指定申請
期限が早い助成金に合わせて、すべて同時に指定申請を行っ
てください。
なお、提出書類は各助成金の指定申請期限までに提出するこ
とができます。

■ 共同事業者の場合の申請方法・提出書類
共同事業者で申請する場合は、連名で指定申請および交付申
請を行ってください。
また、すべての共同事業者について、以下の書類の提出が必
要です。

■ 業種について
対象となる業種は、下記二次元コードから日本標準産業分類
をご確認ください。

● 共通事項

● 工業者 ‒ 新潟市工業振興条例助成金に関する事項 ● 物流事業者 ‒ 新潟市物流施設立地促進事業補助金に関する事項

■ 工業者とは
日本標準産業分類に定める「製造業」「新聞業」「出版業」を
営む事業者を指します。

■ 対象地域について
新潟市内全域が対象です。
ただし、「用地取得助成金」については、工業専用地域・工
業地域・準工業地域および市が別に定める工業団地のみが対
象となります。

■ 物流事業者とは
日本標準産業分類に定める「道路貨物運送業」「倉庫業」「こ
ん包業」「港湾運送業」を営む事業者を指します。

■ 対象地域について
工業専用地域・工業地域・準工業地域および市が別に定める
工業団地が対象となります。
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新潟市での事業拡大を支援する制度です
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STEP
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土地を
取得・賃借

操業開始前 ~ 操業中 いつでもOK

土地の売買・賃貸 契約前まで

必須

する

しない

● 土地取得費の 20％
● 最大 1 億円

● 土地・建物の賃借料の10％
● 最大年 3,000 万円

● 新規雇用 1名につき 25 万円
● 最大 2,500 万円

土 地

雇 用

建物など

固定資産税相当額
事業所税資産割相当額
に対して助成

固定資産税・
事業所税の
納付期限前

売買契約前

賃貸借契約前

建築確認後
1か月以内

取得費  に対して助成

賃借料  に対して助成

新規雇用者数
に応じて助成

操業後
1回

操業後
1回

● 限度額なし3年間

3年間

製造業・物流業向け

・法人の登記事項証明書
・最新の決算書

・市税の納税証明書
・同族会社等の判定に関する明細書

総務省統計局ホームページ

工業振興条例助成金の
詳細はこちら

物流施設立地促進事業補助金の
詳細はこちら



区分 助成額等 条件 「指定」申請期限 提出書類 「交付」申請期間 提出書類

建物など

□ 

建
設
促
進
助
成
金

□ �固 定 資 産 税  
相 当 額 助 成

・�建物の延床面積の 3 分の 2 以上を製造業または物流業等の用途として
使用すること

工場・施設の建設により、
新たに課税される固定資産税
の最終納付期限の前日まで

⃞ 事業計画書
⃞ 法人の登記事項証明書
⃞ 最新の決算書
⃞ 市税の納税証明書
⃞ 建築確認通知書
⃞ 工場・施設の図面（配置図・平面図）
⃞ �取得予定の固定資産の金額が分かる書類
（見積書、契約書など）
⃞ ＜共同事業者のみ＞同族会社等の判定に関する明細書

工場・施設の建設により、
新たに課税された固定資産税
を納付した後の、4月 1日
から 4月 30日まで

⃞ �取得した固定資産の金額が分かる書類
（請求書、領収書など）
⃞ 固定資産課税台帳
⃞ 最新の決算書
⃞ 市税の納税証明書
⃞ ＜共同事業者のみ＞ 同族会社等の判定に関する明細書

【 中小企業者 】 
・�投下固定資産の取得価額が 5,000 万円以上

【 大企業 】
・ �投下固定資産の取得価額が 2 億円以上
・ �新規常用雇用者数が 30 人以上
（市外居住者も含む）
　※�工場適地に立地する場合は 10人以上 【 大企業 】

⃞ �新規常用雇用者の住民票の写し、給与台
帳、事業所別雇用保険、被保険者台帳（市
外居住者も含む）

□ �事業所税資産割
相 当 額 助 成

・事業所税を納めていること
・�建物の延床面積の 3 分の 2 以上を製造業または物流業等の用途として
使用すること

工場・施設の建設により、
新たに課税される事業所税
の納付期限の前日まで

工場・施設の建設により、
新たに課税された事業所税
の納付期限後、1か月以内

⃞ 事業所税申告
⃞ 市税の納税証明書
⃞ ＜共同事業者のみ＞ 同族会社等の判定に関する明細書

土地

□ 用 地 取 得 助 成 金

・用地取得後 3 年以内に操業開始すること
・建ぺい率が 20％以上
・操業開始後 10 年以上継続して事業を行うこと
・�建物の延床面積の 3 分の 2 以上を製造業または物流業等の用途として
使用すること

土地の売買契約日の前日まで

⃞ 事業計画書
⃞ 法人の登記事項証明書
⃞ 最新の決算書
⃞ 市税の納税証明書
⃞ 工場・施設の図面（配置図・平面図）
⃞ 土地売買契約書案
⃞ 土地の登記事項証明書
⃞ ＜共同事業者のみ＞同族会社等の判定に関する明細書

【 工業者 】
操業開始日から
1か月以内

【 物流事業者 】
操業開始日から
4か月以内

⃞ 土地売買契約書
⃞ 土地の登記事項証明書
⃞ 工事設計書及び明細書
⃞ 工事費の領収書（写し）
⃞ �工事の完了や物件の引き渡しが済んでいるこ
とが分かる書類（工事完了報告書、引渡書など）

⃞ 最新の決算書
⃞ 市税の納税証明書
⃞ ＜共同事業者のみ＞ 同族会社等の判定に関する明細書

【 工業者 】�
・�用地の取得面積が 1,500㎡以上

【 物流事業者 】�
・�用地の取得面積が 3,000㎡以上
・�用地取得費を除く投下固定資産の
取得価額が、用地取得費と同額以
上又は 5億円以上 【 物流事業者 】

⃞ �取得固定資産の金額を確認できる書類

□ 用地等賃借助成金

・�土地または建物の賃貸借契約日のいずれか早い日から 3 年以内に操業
を開始すること
・建ぺい率が 20％以上
・操業開始後 10 年以上継続して事業を行うこと
・�建物の延床面積の3 分の 2 以上を製造業または物流業等の用途として使用すること

土地または建物の賃貸借契約日
のいずれか早い日の前日まで

⃞ 事業計画書
⃞ 法人の登記事項証明書
⃞ 最新の決算書
⃞ 市税の納税証明書
⃞ 工場・施設の図面（配置図・平面図）
⃞ 賃貸借契約書案
⃞ ＜共同事業者のみ＞同族会社等の判定に関する明細書

操業開始日から 1 年経過
してから1か月以内
※�以降、操業開始日から 2年後、
3年後も同様に申請が必要です

⃞ 賃貸借契約書
⃞ 工場・施設等の賃借料の領収書
⃞ 最新の決算書
⃞ 市税の納税証明書
⃞ ＜共同事業者のみ＞ 同族会社等の判定に関する明細書

【 工業者 】
・�用地の賃借面積が 1,000㎡以上
※�用地の賃借をしない場合は、賃借する
工場の床面積が 1,000㎡以上

【 物流事業者 】�
・�用地の賃借面積が 2,000㎡以上
※�用地の賃借をしない場合は、賃借する施
設の床面積が 2,000㎡以上

雇用
□ 雇 用 促 進 助 成 金

・ 雇用した日から 1 年以上継続して雇用すること
・ �建物の延床面積の 3 分の 2 以上を製造業または物流業等の用途とし
て使用すること

建築確認日から 1か月以内
※�居抜きの建物を取得する場合は、
取得日の前日まで
※�建物を賃借する場合は、賃貸借
契約日の前日まで

⃞ 事業計画書
⃞ 法人の登記事項証明書
⃞ 最新の決算書
⃞ 市税の納税証明書
⃞ 建築確認通知書
⃞ 工場・施設の図面（配置図・平面図）
⃞ �取得予定の固定資産の金額が分かる書類
（見積書、契約書など）
⃞ ＜共同事業者のみ＞同族会社等の判定に関する明細書

操業開始日から 1 年経過
してから 4か月以内

⃞ 取得固定資産の金額を確認できる書類
⃞ �新規常用雇用者の住民票の写し、給与台
帳、事業所別雇用保険被保険者台帳

⃞ 最新の決算書
⃞ 市税の納税証明書
⃞ ＜共同事業者のみ＞ 同族会社等の判定に関する明細書【 中小企業者 】 

・ �投下固定資産の取得価額が 5,000 万円以上
・ 新規常用雇用者数が 10 人以上

【 大企業 】 
・ 投下固定資産の取得価額が 2 億円以上
・ 新規常用雇用者数が 30 人以上

その他 □ 環境整備促進助成金

・都市計画法第 29条に規定する開発行為の許可を必要とするもの

開発行為の許可を受けた日
から 1か月以内

⃞ 事業計画書
⃞ 法人の登記事項証明書
⃞ 最新の決算書
⃞ 市税の納税証明書
⃞ 工場・施設の図面（配置図・平面図）
⃞ 工事請負契約書案
⃞ �公共施設の管理者の同意及び協議の内容
を示す書類

⃞ ＜共同事業者のみ＞同族会社等の判定に関する明細書

助成対象事業の完了日または
操業開始日のいずれか遅い日
から 1か月以内

⃞ 工事設計書及び明細書
⃞ 工事費の領収書
⃞ �工事の完了や物件の引き渡しが済んでいるこ
とが分かる書類（工事完了報告書、引渡書など）

⃞ 最新の決算書
⃞ 市税の納税証明書
⃞ ＜共同事業者のみ＞ 同族会社等の判定に関する明細書

助成金制度一覧 □ 工業者
製造業・新聞業・出版業

□ 物流業者
運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業

※ 注意事項・用語の補足は裏面をご覧ください。
※ 中小事業者が多い組合等が集積地域で工場・施設を整備する場合は、集団化等促進助成金の対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。
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＋

　　　事業着手　　 に必要な申請前 　　　事業着手　　 に必要な申請後

助成期間
3年間 なし

限 度 額

助成期間

操 業 後

操 業 後

操 業 後

3年間

1回

1回

1回

なし

1億円

限 度 額

助成期間
3年間 3,000万円

2,500万円

5,000万円

（年）

限 度 額

限 度 額

限 度 額

限 度 額

■ 助成額
固定資産税相当額以内

■ 助成額
事業所税資産割額相当額以内

■ 対象経費
用地の取得費

■ 助成率
20％以内

新規常用雇用者
1人につき25万円以内

■ 対象経費
市に帰属する公共設備の工事費
例：道路、排水施設、公園など

■ 助成率
50% 以内

■ 対象経費
用地・建物の賃料

■ 助成率
10%以内

あなたの申請期限 あなたの申請期間

あなたの申請期限 あなたの申請期間

あなたの申請期限 あなたの申請期間

あなたの申請期限 あなたの申請期間

あなたの申請期限 あなたの申請期間

あなたの申請期限 あなたの申請期間


